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北
海
道
大
学
法
学
部
法
学
会
記
事

O
平
成
五
年
三
月
五
日
幽
午
後
一
時
半
よ
り

「
フ
ラ
ン
ス
刑
事
司
法
改
革

1
|
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
・
モ
デ
ル
へ
の
冒
険
」

報

告

者

白

取

祐

司

氏(
北
海
道
大
学
法
学
部
教
授
)

一
五
名

出
席
者

フ
ラ
ン
ス
刑
事
司
法
の
特
色
の
ひ
と
つ
は
、
予
審
制
度
に
代
表
さ
れ
る

根
強
い
札
問
主
義
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
が
、
同
時
に
、
陪
審
制
や
被
害
者

の
手
続
参
加
を
認
め
る
な
ど
市
民
に
開
か
れ
た
側
面
も
あ
る
。
制
度
と
し

て
は
比
較
的
安
定
し
て
い
た
フ
ラ
ン
ス
の
刑
事
手
続
も
、
近
年
改
革
論
議

が
盛
ん
に
な
っ
た
。
そ
の
契
機
は
、
二
四
時
間
の
警
察
留
置
や
予
審
制
度

に
よ
る
人
権
侵
害
に
対
す
る
批
判
の
高
ま
り
と
、
フ
ラ
ン
ス
が
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
人
権
裁
判
所
の
有
罪
判
決
を
続
け
て
受
け
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
で
あ

っ
た
。
と
り
わ
け
、
予
審
制
度
は
、
予
審
「
判
事
」
と
い
う
司
法
官
が
捜

査
を
主
宰
す
る
矛
盾
と
、
一
部
の
予
審
判
事
の
質
の
悪
さ
、
さ
ら
に
は
予

審
勾
留
期
間
の
長
期
化
と
い
っ
た
問
題
を
抱
え
て
い
た
。
一
九
九

O
年
六

月
に
提
出
さ
れ
た
「
刑
事
司
法
と
人
権
」
委
員
会
、
い
わ
ゆ
る
デ
ル
マ
ス

H

マ
ル
テ
ィ
委
員
会
の
最
終
報
告
は
、
予
審
廃
止
を
含
む
大
胆
な
刑
事
手

続
改
革
を
提
唱
し
た
。
そ
の
内
容
は
、
手
続
法
定
主
義
、
当
事
者
平
等
、

無
罪
の
推
定
、
防
禦
権
尊
重
な
ど
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
に
示
唆
さ
れ

つ
つ
、
英
米
法
的
要
素
を
大
幅
に
取
り
入
れ
よ
う
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た

だ
け
に
、
と
り
わ
け
司
法
官
等
の
法
曹
実
務
家
か
ら
強
い
反
発
を
受
け
、

こ
の
提
案
は
ひ
と
ま
ず
葬
り
去
ら
れ
た
。
委
員
長
デ
ル
マ
ス
H

マ
ル
テ
ィ

の
め
ざ
し
た
刑
事
手
続
の
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
・
モ
デ
ル
」
は
、
受
け
入
れ
ら

れ
な
か
っ
た
。

そ
の
後
、
新
し
い
司
法
大
臣
の
下
で
、
刑
事
訴
訟
法
の
全
面
改
正
案
が

提
案
さ
れ
た
が
(
一
九
九
二
年
二
月
二
六
日
)
、
デ
ル
マ
ス
H

マ
ル
テ
ィ

報
告
よ
り
穏
当
な
内
容
に
も
拘
わ
ら
ず
、
左
派
の
司
法
官
組
合
、
弁
護
士

組
合
を
除
い
た
法
曹
関
係
者
の
激
し
い
反
対
に
あ
っ
た
。
争
点
は
、
警
察

留
置
に
お
か
れ
た
者
に
ど
こ
ま
で
弁
護
権
を
認
め
る
か
、
予
審
判
事
の
捜

査
行
為
に
対
す
る
抑
制
を
強
め
る
べ
き
か
(
例
え
ば
、
合
議
制
、
手
続
無

効
の
場
合
の
拡
張
等
)
と
い
っ
た
治
安
と
人
権
が
鋭
く
対
立
す
る
問
題
で

あ
り
、
活
路
を
見
出
す
の
は
至
難
と
み
ら
れ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
末
期
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報

の
社
会
党
政
権
は
、
一
九
九
二
年
一
二
月
の
議
会
で
、

可
決
し
て
し
ま
っ
た
。
成
立
し
た
刑
事
訴
訟
法
を
改
正
す
る
一
九
九
三
年

一
月
四
日
法
律
は
、
予
審
そ
の
も
の
は
存
続
さ
せ
る
も
の
の
、
警
察
留
置

に
接
見
交
通
権
を
認
め
る
な
ど
画
期
的
な
制
度
改
革
を
内
容
と
し
て
い

た
。
そ
の
た
め
、
予
審
判
事
ら
の
不
満
も
強
く
、
一
一
一
月
一
日
の
施
行
を
前

に
し
た
活
発
な
示
威
活
動
も
み
ら
れ
た
。
新
法
が
直
面
す
る
困
難
は
、
い

わ
ば
「
産
み
の
苦
し
み
」
で
あ
る
。
そ
の
苦
し
み
を
越
え
て
、
新
た
な
「
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
・
モ
デ
ル
」
が
形
成
さ
れ
て
い
く
に
違
い
な
い
。
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一
気
に
新
法
案
を

雑


